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神栖市の建設工事発注の取扱いについて

令和７年５月１日

神栖市契約検査課

令和７年５月１日現在の神栖市の建設工事発注に関する取り扱いを以下のとおりまとめましたので、

お知らせいたします。

１ 一般競争入札・指名競争入札・随意契約の対象とする価格帯

①一般競争入札：設計金額が１,０００万円以上

②指名競争入札：設計金額が２００万円超１,０００万円未満

③随意契約 ：設計金額が２００万円以下

２ 各等級別の工事請負基準額（土木一式、建築一式、舗装）

【現行】

①Ａランク：４,５００万円以上

②Ｂランク：１,５００万円以上４,５００万円未満

③Ｃランク：１,５００万円未満

【令和７年１０月１日以降】

①Ａランク：５,０００万円以上

②Ｂランク：１,５００万円以上５,０００万円未満

③Ｃランク：１,５００万円未満

３ 各等級別の総合数値の基準（土木一式、建築一式、舗装）

【土木一式と舗装】

①Ａランク：８００点以上の特定建設業

②Ｂランク：６００点以上８００点未満、又は８００点以上の一般建設業

③Ｃランク：６００点未満

【建築一式】

①Ａランク：８００点以上

②Ｂランク：６００点以上８００点未満

③Ｃランク：６００点未満

※建築一式における８００点以上の一般建設業はＡランクです。

４ 低入札価格調査制度と最低制限価格制度

①低入札価格調査制度：設計金額が１億円以上の競争入札及び総合評価方式を適用する工事

②最低制限価格制度 ：設計金額が２００万円超１億円未満の競争入札で総合評価方式を適用

しない工事
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５ 予定価格等の公表

【予定価格】

①一般競争入札：事前公表（入札公告に記載）

②指名競争入札：事前公表（指名通知書に記載）

③随意契約 ：事後公表（契約締結後に窓口閲覧又は HP で公表）

【低入札調査基準価格又は最低制限価格】

①一般競争入札：事後公表（契約締結後に窓口閲覧又は HP で公表）

②指名競争入札：事後公表（契約締結後に窓口閲覧又は HP で公表）

③随意契約 ：制度対象外（ただし、当該随意契約が地方自治法施行令第１６７条の２第８

号に該当する場合は、制度対象とし事後公表。（契約締結後に窓口閲覧又は HP

で公表））

【低入札価格調査制度における数値的判断基準（失格基準）又は金入り設計書】

①すべて：非公表

６ 一般競争入札における入札参加資格要件の営業所の許可等

建設業法及び建設業法施行令における特定建設業の許可が必要となる下請代金の額（以下「下

請基準額」という。）に倣います。

①予定価格が下請基準額以上となる場合：特定建設業の許可

②予定価格が下請基準額未満となる場合：特定建設業又は一般建設業の許可

※令和７年２月１日から建設業法及び建設業法施行令における特定建設業の許可が必要となる

下請代金の額が４,５００万円から５,０００万円（建築一式は７,０００万円から８,０００

万円）に引き上げられました。

７ 一般競争入札における入札参加資格要件の営業所の所在地（地域要件）

①予定価格が１億５,０００万円未満の工事：

Ａ・Ｂ・Ｃランクとも、地元建設業の振興を重要視して「神栖市内に建設業法に基づく主た

る営業所（本店）又は従たる営業所（支店等）を有すること。」を基本とします。

②予定価格が１億５,０００万円以上の工事：

予定価格が１億５,０００万円以上の工事又は製造の請負は、市条例の「議会の議決に付す

べき契約」となります。この性質上、納税者の利益も重要視する必要があるとして、より公正

な競争を確保するため、予定価格が１億５,０００万円未満の工事よりも広範囲の地域要件を

設定する場合があります。

公正な競争の確保としては、全国知事会が平成１８年１２月１８日に発出した「都道府県

の公共調達改革に関する指針（緊急報告）」より、「地域要件の設定に当たっては、応札可能者

は２０～３０者以上を原則とする。」を参考としています。

（例１）建築一式の事業者単体で発注する場合の地域要件

「茨城県内に建設業法に基づく主たる営業所（本店）又は神栖市内に同法に基づく従
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たる営業所（支店等）を有すること。」

（例２）特定建設工事共同企業体で発注する場合の地域要件

代表構成員に関し「茨城県内に建設業法に基づく主たる営業所（本店）又は従たる営

業所（支店等）を有すること。」

※地域要件の他、案件によっては「施工実績」や「年間平均完成工事高」などを適正履行の担保

として、入札参加資格要件に追加設定するときもあります。

８ 共同企業体（経常建設共同企業体と特定建設工事共同企業体）

①経常建設共同企業体 ：中小企業基本法第２条に規定する中小建設業者が、継続的な協業

関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化するこ

とを目的として結成するもの

②特定建設工事共同企業体：建設業者が大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して、技

術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要が

ある場合等であって、工事の規模、性格等に照らし共同企業体に

よる施工が必要と認められるときに工事ごとに結成されるもの

（例１）設計金額が１０億円以上の土木工事又は建築工事

（例２）設計金額が５億円以上のシールドや推進等の工事

９ 手持ち工事件数制限

①市から受注できる建設工事（競争入札）は、開札日現在において、施工中の工事及び落札者

又は落札候補者となった工事並びに低入札価格調査に該当して落札者又は落札候補者の決定

を保留となった工事を含め「３件」まで

②随意契約による工事及び特定建設工事共同企業体で契約する工事は対象外

③手持ち工事の期限は、合格と認められた竣工検査の日まで

※上記事項を原則としますが、個別案件の状況や社会情勢の変化などにより、変更する場合もあり

ます。


